
不登校児童生徒の相談支援ガイド（リーフレット）の活用について 
 

 

  

 

１ 作成の背景 

（１）平成 28年 12月に「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等

に関する法律」が制定されました。不登校児童生徒への支援の在り方についても、文

部科学省の通知により、児童生徒の将来の「社会的な自立」を目標に、いわゆるフリ

ースクール等の民間も含めた様々な機関との連携強化等の新たな視点が示されまし

た。 

（２）県内不登校児童生徒数の 1,000 人あたりの人数は、全国平均を下回っているものの、

ここ数年を見ると増加傾向にあります。不登校等児童生徒が抱える背景も複雑化・多

様化しています。個の状況に応じた適切な相談や支援を行うために、学校単独での対

応から、民間支援団体、教育支援センターをはじめとした様々な機関との連携が一層

求められています。 

 

２ 作成のねらい 

 以下の３点を先生方に理解・活用していただくことをねらい、作成しました。 

①児童生徒の将来の社会的な自立を促すためには、個々の状況により「学校に登校する」

ことを目標とする他にも様々なアプローチがあり、本人や家族を支援する関係機関や民

間支援団体があること。 

②学校を核としながら、不登校児童生徒を支える関係機関や民間支援団体が、児童生徒の

社会的な自立という目標に向けて、ともに連携して支援を行うこと。 

③不登校児童生徒の家族との面談時に、本リーフレットを活用することで、本人や家族が

相談や支援を受けられる学校以外の機関や団体に関する情報提供ができること。 

 

３ 活用のポイント 

◆１ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童生徒の将来の社会的な
自立をめざした、学校や関係機
関、民間支援団体との連携推進
を図っていきます。 

４ページに連

絡先を記載し

ています。 

学校を核として、不登校

児童生徒を支える機関や

民間支援団体等を示すと

ともに、それらの概要を

説明しています。 

県のHPへリンクするQRコード

を掲載しました。他部局での取組

み情報を知ることができます。 

山 形 県 教 育 庁 

生涯教育・学習振興課 

義 務 教 育 課 
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◆２・３ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆４ページ 
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県内２４市町教委が設置する「教育支

援センター」の情報を掲載しました。 

本人や家族を支える民間支援団体の支援情報、各

団体の紹介文および連絡先を掲載しました。 

保護者との面談の際、児童生徒の状況に合った支援

団体の情報を提供することができます。 

「親の会」として、不登

校児童生徒の家族を支え

る団体の紹介文と連絡先

を記載しました。 

同じ悩みを持つ家族どう

しが情報交換をしたり、

相談をし合ったりするこ

とができます。 

 

３ページに掲載している

団体でも利用者の親の会

（家族会）を開催してい

るところもあります。 

県関係機関が設置

する不登校、いじ

め、子育て、ひき

こもり、発達障が

いなどの子どもに

関する相談窓口を

紹介しています。 

ケースに応じて紹

介することができ

ます。 


